
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 4月 20日発行 

発行：御薗宇地域センター 
東広島市西条町御薗宇 7200 
TEL/FAX 082-423-3871 

E-mail：misonou-k@city.higashihiroshima.hiroshima.jp 

＊ 公共施設の臨時休館について 

国が緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大したことを受けて、感染拡大防止の観点から、市内公共

施設（御薗宇地域センターを含む）を、原則令和 2年４月18日から令和2年5月 6日までの間、

臨時休館等いたします。 

休館期間は今後の状況によって変更（延長など）する場合があります。 

＊ 自治会・町内会行事等の対応について 

人が多く集まる行事や会合等の開催は中止や延期をするか書面による開催をお願いします。また、屋外

であっても、極力、自粛や延期を検討いただくようお願いします。 

 
4/17東広島市 HP より 



 

東
と う

田
でん

宏
ひろ

昭
あき

新センター長よりご挨拶 

山西センター長の後任として、縁あってお世話になることとなりました東
とう

田
でん

宏
ひろ

昭
あき

と申します。 

これまでは市内の小学校教員として勤務しておりました。微力ではありますが、少しでも御薗宇地域

のお役に立てばと思っております。前任の山西センター長同様、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し

上げます。 

広島県から「感染拡大警戒宣言」が出ているところですが、東広島市からは、大学生・留学生、外

国人就労者の方の多い特性を踏まえた上で、以上の 10 の項目についてご協力をお願いが出されて

います。御薗宇地域の皆さまもこのお願いを守り、少しでも早い終息に向けて取り組みましょう！ 


